
【資料１－２】

第３期東久留米市障害福祉計画
（平成２４年度～平成２６年度）

ＰＤＣＡ表
（平成２６年度振り返り）



Ⅰ、施設入所者の地域生活への移行

26年度までの
目標値

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

8 6 5

内容

児童施設⇒ケアホーム　１
施設入所⇒ケアホーム　１
施設入所⇒アパート　１
施設入所⇒宿泊所　１
精神科病院⇒ケアホーム　１
　　　　　　グループホーム　２
　　　　　　アパート　１

児童施設⇒ケアホーム　１
施設入所⇒ケアホーム　４
精神科病院⇒アパート　１

施設入所⇒グループホーム　３
精神科病院⇒グループホーム　１
　　　　　　アパート　１

評価 協議会意見 改善

説　明

年度別実績

H26年度

施設入所者は平成１７年１０月１日時点での８６名の利用があり、３年間で１４名を地域移行することを目標と
設定した。
精神科病院からの移行については、6か月以上の入院期間があり、地域移行支援等を活用して移行した方をカウ
ントしている。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

１４
（３年間の合算）



Ⅱ、福祉施設から一般就労への移行

26年度までの
目標値

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

11 14 14

内容
就労移行支援から5名
就労継続支援Ａ型から1名
就労継続支援Ｂ型から5名

就労移行支援から9名
就労継続支援Ａ型から1名
就労継続支援Ｂ型から4名

就労移行支援から10名
就労継続支援Ｂ型から4名

評価 協議会意見 改善

H26年度

説　明
福祉施設（就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型等）から一般就労へ移行した人数。
目標値は平成１７年度実績値の４倍を設定。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

２４
（各年度の合算）

年度別実績



Ⅲ、障害福祉サービス

　（１）訪問系サービス

実利用者数 利用時間数 実利用者数 利用時間数 実利用者数 利用時間数

居宅介護 90 989 84 967 79 910

重度訪問介護 15 4,906 17 5,954 19 6,903

同行援護 21 318 22 317 20 345

行動援護 19 830 22 317 19 585

重度障害者等
包括支援

0 0 0 0 0 0

合計 145 7,043 145 7,555 137 8,743

目標値 166 9,346 183 10,281 202 11,309

説　明

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

H26年度

　同行援護は、視覚障害者への外出支援を行うものであり、平成23年10月から移動支援から法内の事業に移行し、利用実績も伸び
ている。
　居宅介護の利用者が減少している一方、重度訪問介護の利用者が増加している。また、利用時間数は全体として増加している。

平成２４年度
(平成２５年３月実績）

平成２５年度
(平成２６年３月実績）

平成２６年度
(平成２７年３月実績）

評価 協議会意見 改善



Ⅲ、障害福祉サービス

　（２）日中活動系サービス

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

実利用者数 194 200 217 225 222 242

利用時間数 4,051 4,068 4,215 4,643 4,644 5,034

実利用者数 1 1 1 3 3 8

利用時間数 12 20 22 60 19 160

実利用者数 8 8 11 20 11 22

利用時間数 129 125 172 401 209 447

実利用者数 22 46 28 53 29 62

利用時間数 360 768 489 929 558 1,136

実利用者数 11 6 14 9 14 13

利用時間数 174 123 270 192 291 284

実利用者数 272 282 264 302 273 334

利用時間数 4,421 4,882 4,192 5,222 4,746 5,766

実利用者数 6 6 7 6 7 6

利用時間数 186 - 207 - 217 -

実利用者数 31 31 26 26 39 29

利用時間数 282 161 175 177 268 195

H26年度

　生活介護は、施設入所者の日中活動分も含まれている。
　療養介護は、平成２４年度から成人の重心施設入所が、権限移譲により市の支給決定に移行したことによる。
　全てのサービスで利用者が増加している。利用時間数についても概ね増加している。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度
(平成２５年３月実績）

平成２５年度
(平成２６年３月実績）

平成２６年度
(平成２７年３月実績）

生活介護

自立訓練
（機能訓練）

自立訓練
（生活訓練）

評価 協議会意見 改善

説　明

就労移行支援

短期入所

就労継続支援
（Ａ型）

就労継続支援
（Ｂ型）

療養介護



Ⅲ、障害福祉サービス

　（３）居住系サービス

計画値 計画値 計画値

共同生活援助 27 25

共同生活介護 69 76

施設入所支援 101 104 10295 99

実績値

95

実績値

96

実績値

10187 104

H26年度

説　明
　平成２６年度よりケアホーム(共同生活介護)とグループホーム(共同生活援助)は一元化された。
　地域移行の推進のため、施設入所支援については減少していくように計画値が設定されている。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度
(平成２５年３月実績）

平成２５年度
(平成２６年３月実績）

平成２６年度
(平成２７年３月実績）

評価 協議会意見 改善

12596



Ⅲ、障害福祉サービス

　（４）相談支援

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

計画相談支援
実利用者

36 103 120 513 756

地域移行支援
実利用者

2 1(2) 2 0(1) 2

地域定着支援
実利用者

2 0(1) 3 0(0) 4

説　明
　市内の指定相談支援事業所は、平成２７年３月時点で成人が１２箇所、児童が５箇所。
　平成２６年度の計画相談支援の実績内訳は成人４２８人、児童８５人。
　地域移行支援、地域定着支援の括弧内は年間実利用者数。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度
(平成２５年３月実績）

平成２５年度
(平成２６年３月実績）

平成２６年度
(平成２７年３月実績）

H26年度

評価 協議会意見 改善



Ⅳ、自立支援医療

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

更生医療 73 47 78 52 79 57

育成医療 11 29 9 32 10 36

精神通院医療 1,722 1,841 1,796 1,933 1,793 2,030

説　明

　精神通院医療：実績は各年４月１日現在の数。
　更生医療：心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。
　　　　　　人工透析の方への支給が多い。
　育成医療：２５年度より１８歳未満の育成医療について、東京都より区市町村へ権限移譲となった。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

H26年度

評価 協議会意見 改善



Ⅴ、補装具

計画値 計画値 計画値

利用件数 249 322 利用件数 221 348 利用件数 245 382

大人（給付） 101 大人（給付） 82 大人（給付） 94

大人（修理） 93 大人（修理） 92 大人（修理） 102

児童（給付） 41 児童（給付） 28 児童（給付） 34

児童（修理） 14 児童（修理） 19 児童（修理） 15

説　明

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度

内訳

実績値

身体障害者（児）の失われた身体機能を補完又は代替する用具である補装具を支給することにより、日常生活の能率の向上を図る
及び独立自活生活の育成・助長を目的とする。都の更生相談所に適宜判定を依頼。車椅子、補聴器、靴型装具等の支給が多い。支
給した補装具の修理費も支給している。実績が目標値を下回っているが、概ね相談ケースには支給決定を出している。

平成２６年度

実績値

平成２５年度

実績値

改善

H26年度

評価 協議会意見



Ⅵ、地域生活支援事業

　（１）相談支援事業

説　明

障害者相談支援事業

地域自立支援協議会

住宅入居支援事業

成年後見制度利用支援事業

評価 協議会意見 改善

委託相談支援事業所は、身体と知的が『さいわい福祉センター』、精神が『めるく
まーる』に各１か所。
※法内の相談支援事業所として２５年度中に大人６か所、児童３か所となった。

当市では制度がない。個別の支援の中で、地域移行支援などを活用し、グループ
ホーム・ケアホームやアパート等に入居させる支援を行うこともある。

２４年度から支援制度を設置。平成２６年度の利用実績はなし。

H26年度

障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のための援助を行うことで、自立した社会生活を支援している。ま
たその中で、障害者の虐待防止のための取り組みも行っている。平成２４年に設置された『東久留米市地域自立支援協議
会』は、２つの部会『相談支援部会』、『住みよいまちづくり部会』を有し、地域の障害福祉に関するシステムづくりのた
めに中核的な役割を果たす協議の場として機能している。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

２４年１０月設置。２６年度の開催実績は本会６回、相談支援部会４回、住みよい
まちづくり部会２回。



Ⅵ、地域生活支援事業

　（２）コミュニケーション支援事業

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

手話通訳派遣事業
（派遣件数）

142 115 209 135 241 155

要約筆記者派遣事
業

（派遣件数）
64 78 49 86 45 95

H26年度

評価 協議会意見 改善

説　明
聴覚障害者及び言語障害者と、その他の者との意思疎通の仲介を行う手話通訳者又は要約筆記者を派遣することによ
り、聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進を目的とする。市の登録手話通訳者を派遣するか、委託契約に基づき東
京都手話通訳等派遣センターに派遣を依頼している。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度



Ⅵ、地域生活支援事業

　（３）移動支援事業

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

実施個所数 33 42 33 45 44 50

実利用者数 264 262 272 288 268 317

利用時間数 2,460 2,555 2,466 2,811 2,453 3,092

H26年度

評価 協議会意見 改善

説　明
小学生以上の視覚障害者、愛の手帳所持者、精神手帳所持者、さらに２４年４月より重度の肢体不自由者に対し、社
会活動や余暇活動等のために外出のための移動支援費を支給することにより、地域での自立生活及び社会参加を促し
ている。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度



Ⅵ、地域生活支援事業

　（４）日常生活用具給付事業

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

介護・訓練支援用具（件
数）

5 15 10 16 13 17

自立生活支援用具（件数） 20 31 22 32 30 33

在宅療養等支援用具（件
数）

6 31 12 32 15 33

情報・意思疎通支援用具
（件数）

30 45 32 47 31 50

排泄管理支援用具（件数） 1,847 1,891 1,939 1,952 1,992 2,013

住宅改修費（件数） 4 20 1 21 5 22

H26年度

評価 協議会意見 改善

説　明
地域生活支援事業のうち、在宅の心身障害者（児）の日常生活の便宜を図ることを目的とし、日常生活用具の費用の
支給を行っている事業。相談を受けたケースには、概ね支給決定を行っている。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度



Ⅵ、地域生活支援事業

　（５）地域生活支援センター機能強化事業

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

Ⅰ型　実利用者数 68 75 61 80 62 85

Ⅱ型　実利用者数 25 36 28 41 22 46

H26年度

評価 協議会意見 改善

説　明
Ⅰ型（めるくまーる）専門的なニーズに対応できるよう専門職員を配置し、医療機関、福祉施設、行政との連携の強
化を実施する。また、退院後のケア、重度の方の受入れを実施する。
Ⅱ型（さいわい福祉センター）創作的活動、生産的活動、利用者交流のためのオープンスペースの提供を行う。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度



Ⅵ、地域生活支援事業

　（６）その他の事業

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

実施個所 5 4 5 5 5 6

実利用者数 146 104 203 112 213 120

56 70 47 75 60 80

4 6 4

4 2 1

7

手話講習会修了者

自動車運転免許取得

自動車改造助成事業

5

H26年度

説　明

日中一時支援事業：障害のある方の養育・介護している家族の急な用事、休養が必要な時などに、一時的に預か
り日中活動を支援する。
手話講習会：市内在住又は在勤者に手話を通じて聴覚障害者の理解を深めてもらい、手話通訳登録者の養成を図
る。入門・基礎・応用・実践4クラスを設けて講習会を開いている。

計
画
（

Ｐ
）
→

実
施
（

Ｄ
）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

日中一時支援事業

評価 協議会意見 改善

6



参考資料：放課後デイサービス

説　明

実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値

実利用者数 2 86 95

利用日数 17 838 965

平成２４年度
(平成２５年３月実績）

平成２５年度
(平成２６年３月実績）

平成２６年度
(平成２７年３月実績）

放課後デイサービス：就学している障害児に対し、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進等を行う。


